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給水人口

① 通水式

本市の水道は天皇の勅令により、軍用の水

道として布設が進められました。軍用水道と

同時に、市民水道の工事も進められ、明治31

年（1898年）8月25日に全国5番目の水道と

して創設され、翌32年（1899年）1月1日に

給水を開始しました。

▲ 通水式の様子（牛田浄水場）

② 原爆投下

昭和20年（1945年）8月6日8時15分に投下

された原子爆弾により、市水道部職員186名

のうち83名が殉職しました。水道施設も多大

な被害を受けたものの、残った職員らの尽力

により、当日中に壊れたポンプを修理したこ

とで、広島市全体の断水の危機は回避され、

現在に至るまで創設以来の不断水の記録を守

り続けています。

▲ 水道部員殉職之碑

広島市水道事業の歴史 ～創設から今日まで～
本市の水道は明治31年（1898年）8月25日に創設され、以降、市勢の発展に伴い拡張工事

を重ねてきました。

昭和20年（1945年）8月6日に世界最初の原子爆弾で壊滅的な被害を受けた際にも、一時

も断水することなくこれを克服し、今日までお客さまが健康で文化的な生活ができるよう万

全な給水体制を確保しながら、安定給水を継続しており、平成30年（2018年）に創設120周

年を迎えます。

注 昭和19年の給水人口及び昭和24年以前の有収水量はデータがないため記載していません。

1 年表

年（西暦） 月 日 事 項

明治28（1895） 7. 1 水道布設計画を市議会可決

明治28（1895） 11.9 勅令第157号「臨時広島軍用水道布設

部官制」公布

明治29（1896） 2. 3 軍用水道に市民用水道接続の件陸軍

大臣許可

明治31（1898） 8.25 軍用水道通水式 …①

明治32（1899） 1. 1 給水開始

明治41（1908） 3.14 第１期拡張事業完成

大正 7（1918） 8.30 水道使用条例制定

大正13（1924） 6.15 第２期拡張事業完成

年（西暦） 月 日 事 項

昭和10（1935） 3.- 第３期拡張事業完成

昭和20（1945） 8. 6 原爆投下により水道施設被害甚大…②

昭和26（1951） 3.29 安佐郡祇園町と給水協定(一部地区)

昭和27（1952） 3.10 水道局基町庁舎新築工事完成

昭和27（1952） 10. 1   地方公営企業法の適用を受け、地方公

営企業として発足

昭和30（1955） 4. 6 安芸郡府中町と給水契約（一部地区）

昭和31（1956） 5. 1 安芸郡戸坂村の広島市編入に伴い同村

水道施設を安芸上水道組合から買収
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平成4年度

1億4,381万m3

年（西暦） 月 日 事 項

昭和62（1987） 12.4    金輪島へ給水開始

平成 6 （1994） 7.14 渇水対策本部設置

平成10（1998） 4. 1     水源涵養モデル事業に着手

平成14（2002） 3.31     温井ダム完成…④

平成14（2002） 3.31     第7期拡張事業（Ⅱ期）完成

平成17（2005） 4.25 佐伯郡湯来町の広島市編入に伴い

同町簡易水道等事業の管理運営を受任

平成28（2016） 4. 1 湯来地区簡易水道等事業を水道事業

に統合

③ 高陽浄水場の完成

市域の拡大等に伴い、更なる水需要の増加

が予想されたものの、市東部への給水を担う

牛田浄水場は、その周辺部の市街化が進んで

拡張の余地がありませんでした。

そのため、牛田浄水場の拡張に代わる対応

策として、高陽浄水場の新設が決定され、昭

和55年（1980年）7月1日に給水を開始しま

した。

▲ 完成当時の高陽浄水場

④温井ダムの完成

山県郡安芸太田町加計に太田川水系初の

多目的ダムとして国が建設し、平成14年

（2002年）3月に完成しました。

このダムの完成により、降雨量の少ない

年度でも取水制限が回避できています。

▲ 温井ダム全景

年（西暦） 月 日 事 項

昭和36（1961） 9.30 第４期拡張事業完成

昭和42（1967） 12.1 似島へ給水開始

昭和44（1969） 7. 1 緑井浄水場で通水式

昭和45（1970） 3.31  第5期拡張事業完成

昭和46（1971） 周辺13町村と合併し、各町水道事業

昭和50（1975） 等を承継

昭和55（1980） 7. 1     高陽浄水場で通水式…③

昭和56（1981） 3.31 第6期拡張事業完成

昭和57（1982） 6. 1 安芸水道企業団との合併により、

同水道事業を承継

昭和60（1985） 3.20    佐伯郡五日市町の広島市編入に伴い

同町水道事業を承継

～
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2　業務状況

施設、業務、職員数、収益及び費用の推移

区分 単位 数値 指数
対前年度

伸び率
数値 指数

対前年度

伸び率

施設 （％） （％）

給水区域内人口 　　（Ａ） （人） 1,240,504 100.0 0.4 1,246,359 100.5 0.5

給水人口 　　（Ｂ） （人） 1,214,101 100.0 0.5 1,219,682 100.5 0.5

普及率 （％） 97.9 100.0 0.1 97.9 100.0 0.0

給水戸数 （戸） 548,316 100.0 0.8 554,555 101.1 1.1

年間取水量 　　（Ｃ） （千m3） 138,557 100.0 △ 0.7 138,060 99.6 △ 0.4

一日平均取水量 （m3） 379,608 100.0 △ 0.5 378,247 99.6 △ 0.4

導水管延長 （m） 23,060 100.0 0.0 24,728 107.2 7.2

送水管延長 （m） 44,688 100.0 0.1 46,129 103.2 3.2

配水管延長 （m） 4,502,052 100.0 0.5 4,583,891 101.8 1.8

一日給水能力 （m3） 628,100 100.0 0.0 629,826 100.3 0.3

業務

年間給水量 　　 （Ｄ） （千m3） 138,156 100.0 △ 0.7 137,666 99.6 △ 0.4

一日最大給水量 （m3） 427,001 100.0 1.6 418,397 98.0 △ 2.0

一日平均給水量 （m3） 378,510 100.0 △ 0.4 377,167 99.6 △ 0.4

年間有効水量 　　（Ｅ） （千m3） 133,432 100.0 △ 0.5 133,089 99.7 △ 0.3

年間有収水量 　　（Ｆ） （千m3） 129,298 100.0 △ 0.5 128,904 99.7 △ 0.3

一日平均有収水量 （m3） 354,241 100.0 △ 0.2 353,162 99.7 △ 0.3

一人一日平均給水量 （L) 312 100.0 △ 0.6 309 99.0 △ 1.0

有効率 （％） 96.6 100.0 0.2 96.7 100.1 0.1

有収率 （％） 93.6 100.0 0.2 93.6 100.0 0.0

職員数

損益勘定 　　（Ｇ） （人） 622 100.0 0.5 620 99.7 △ 0.3

資本勘定 　　（Ｈ） （人） 96 100.0 0.0 96 100.0 0.0

合計 （Ｇ）＋（Ｈ） （人） 718 100.0 0.4 716 99.7 △ 0.3

収益・費用

事業収益 　　（Ｉ） （千円） 22,735,273 100.0 △ 0.5 23,076,520 101.5 1.5

事業費用 　　（Ｊ） （千円） 21,525,499 100.0 △ 0.7 21,751,209 101.0 1.0

純利益（△純損失） （Ｉ）－（Ｊ） （千円） 1,209,774 ― 2.3 1,325,311 ― 9.6

注　収益・費用には消費税及び地方消費税相当額を含みません。

平成24年度（2012年度） 平成25年度（2013年度）

（C）

（年間）

（D）

（年間）

（F）

（年間）
（Ｄ）

（年間）×（B）
（E）

（D）
×100

（F）

（D）
×100

（B）

（A）
×100
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数値 指数
対前年度

伸び率
数値 指数

対前年度

伸び率
数値 指数

対前年度

伸び率

（％） （％） （％）

1,248,523 100.6 0.2 1,251,520 100.9 0.2 1,253,940 101.1 0.2

1,222,788 100.7 0.3 1,226,403 101.0 0.3 1,229,392 101.3 0.2

97.9 100.0 0.0 98.0 100.1 0.1 98.0 100.1 0.0

559,421 102.0 0.9 565,621 103.2 1.1 570,869 104.1 0.9

137,184 99.0 △ 0.6 136,619 98.6 △ 0.4 135,770 98.0 △ 0.6

375,846 99.0 △ 0.6 373,277 98.3 △ 0.7 371,972 98.0 △ 0.3

24,165 104.8 △ 2.3 24,165 104.8 0.0 24,165 104.8 0.0

45,295 101.4 △ 1.8 45,276 101.3 △ 0.0 45,276 101.3 0.0

4,611,232 102.4 0.6 4,621,042 102.6 0.2 4,628,753 102.8 0.2

629,826 100.3 0.0 629,826 100.3 0.0 626,001 99.7 △ 0.6

136,513 98.8 △ 0.8 136,173 98.6 △ 0.2 135,378 98.0 △ 0.6

438,523 102.7 4.8 417,798 97.8 △ 4.7 408,240 95.6 △ 2.3

374,008 98.8 △ 0.8 372,058 98.3 △ 0.5 370,899 98.0 △ 0.3

131,856 98.8 △ 0.9 131,562 98.6 △ 0.2 130,969 98.2 △ 0.5

127,155 98.3 △ 1.4 127,162 98.3 0.0 127,414 98.5 0.2

348,371 98.3 △ 1.4 347,438 98.1 △ 0.3 349,080 98.5 0.5

306 98.1 △ 1.0 303 97.1 △ 1.0 302 96.8 △ 0.3

96.6 100.0 △ 0.1 96.6 100.0 0.0 96.7 100.1 0.1

93.2 99.6 △ 0.4 93.4 99.8 0.2 94.1 100.5 0.7

611 98.2 △ 1.5 611 98.2 0.0 610 98.1 △ 0.2

95 99.0 △ 1.0 95 99.0 0.0 96 100.0 1.1

706 98.3 △ 1.4 706 98.3 0.0 706 98.3 0.0

24,588,478 108.2 6.6 24,151,806 106.2 △ 1.8 24,293,454 106.9 0.6

28,911,888 134.3 32.9 21,856,527 101.5 △ 24.4 21,930,540 101.9 0.3

△ 4,323,410 ― △ 426.2 2,295,279 ― 153.1 2,362,914 ― 2.9

平成28年度（2016年度）平成26年度（2014年度） 平成27年度（2015年度）
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3　大都市水道料金比較（平成29年(2017年)4月1日現在）

広島市 札幌市 仙台市さいたま市東京都 川崎市 横浜市 新潟市 静岡市 浜松市名古屋市京都市 大阪市 堺市 神戸市 岡山 北九州市福岡市 熊本市

使用水量10㎥の場合（平均1,248円）860 1,320 2,050 1,430 1,280 720 876 2,980 980 1,040 1,110 970 950 1,050 880 1,320 1,000 1,500 1,390

使用水量20㎥の場合（平均2,655円）1,370 2,000 1,850 1,750 1,280 1,390 1,580 1,020 1,070 960 1,540 1,770 970 1,250 1,450 1,360 1,220 1,550 1,350

2 13 18 16 12 1 3 19 7 9 11 6 5 10 4 13 8 17 15

使用水量20㎥の場合（平均2,655円）2,230 3,320 3,900 3,180 2,560 2,110 2,456 4,000 2,050 2,000 2,650 2,740 1,920 2,300 2,330 2,680 2,220 3,050 2,740

6 17 18 16 10 4 9 19 3 2 11 13 1 7 8 12 5 15 13

広
島
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幌
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台
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福
岡
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本
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注1　政令指定都市（千葉市、相模原市を除く）及び東京都の19都市で比較しています。

注2　家事用1か月(口径20㎜)の水道料金で比較しています。

注3　水道料金には消費税及び地方消費税相当額を含みません。

注4　水道料金に併記した○内の数値は、水道料金の安い順を示しています。
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４ 『広島市水道ビジョン』の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現
状
と
課
題 

執
行
管
理 

的
方
向 

4 年間の財政収支計画・主要施策・経営の効率化等の設定 

 

具体的な実行計画として「中期経営計画」を策定 状況変化を踏まえ各年度予算へ反映・執行管理 

P.14 P.15 P.18 

 
◎給水人口は増加傾向にあ

るものの減少に転じる見   

込み 

◎水需要は減少傾向 

 

 

➢水需要の減少に伴う財政

面への影響 

➢水需要の減少に伴う施設

規模の適正化 

 
◎水道水の安全性の確保。

気候変動に伴う水質悪化

の予測 

 

 

➢多様化する水質問題への

対応               

➢残留塩素濃度の低減化 

  

➢安心な水の安定供給 

 

 
◎今後、水道施設の老朽

化が進む 

 

 

➢計画的な更新等による

水道施設の健全性の確

保 

              

  

 

 
◎頻発する大規模地震へ

の対応など、被災時に

おいても安定給水を確

保する必要性 

 
➢災害対策の充実              

➢応急給水手段の拡充   

 

➢保安・監視体制の強化 

 
◎供給過程で多量のエネ

ルギーを使用し二酸化

炭素等を排出 

 

 

➢環境に配慮した事業運

営  

 

 
◎給水収益の減少傾向、

水需要構造の変化 

◎危機管理能力を確保す

る必要性 

 

 

➢財務体質の強化   

➢経営感覚を持った人材

の育成と技術の継承 

 

 

 
◎市町村経営が原則であ

るものの、多くの水道

事業で、収益の減少や

施設の老朽化、人材確

保などが課題 

 

 

➢周辺自治体との連携  

 

 

Ⅳ-1,2,3 

Ⅱ-1,2 

Ⅰ-1 

Ⅰ-1 

Ⅰ-2 

Ⅱ-1,2 

Ⅲ-3 

Ⅲ-1,2 Ⅰ-3 Ⅳ-1 

Ⅳ-2 

Ⅳ-3 

1 水需要 

 

2 水質管理 

1 水需要 

 

３ 水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 

 

４ 危機管理 

３水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 

 

５ 環境保全 

４危機管理 

３水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 

 

６ 経営 

５ 環境保全 

４危機管理 

３水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 

 

７ 広域連携 

 

５ 環境保全 

４危機管理 

３水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 

 

 

施
策
の
展
開 

 

 

 

1 水質管理体制の強化 

水安全計画の運用、水質監視・保安体制の

確保、水質検査体制の強化、浄水処理技術

の維持・向上、残留塩素濃度の低減・監視 

2 安心な水の安定供給 

配水施設の機能向上 

3 環境負荷の低減 

水源かん養林の整備、流域自治体との連

携、省エネルギーの推進、資源リサイクル

の推進、環境マネジメントシステムの運用 

《施策目標Ⅰ》 

安全でおいしい水の供給 
 

 

 

 

1 施設の更新・改良 

浄水・配水施設の統廃合、構造物の更新・

改良、機械及び電気設備の更新・改良、効

率的な運転管理体制の構築 

2 管路の更新 

管路の更新、漏水防止の推進 

 

《施策目標Ⅱ》 

水道施設の更新・改良 
 

 

 

 

1 水道施設の耐震化 

構造物の耐震化、重要給水施設への配水管

路の耐震化 

2 バックアップ機能の強化 

バックアップ施設の整備、非常用電源の確

保 

3 応急対策の推進 

飲料水の確保、応急用資機材の整備、危機

管理体制の充実 

 

《施策目標Ⅲ》 

災害対策の充実 
 

 

 

 

1 財政基盤の強化 

経営の効率化、企業債残高の抑制、料金制

度の見直し、新たな発想による収入の確保 

２ 人材育成と技術の継承 

人材の育成、水道技術の継承、組織体制の

強化と適正な人員配置 

３ 多様な連携体制の構築 

民間活力の活用、広域連携の推進 

 

《施策目標Ⅳ》 

健全経営の推進 
 

 

 

 

1 広報・広聴活動の推進 

広報活動の充実、広聴活動の充実、イメー

ジアップの推進 

2 お客さまサービスの充実 

利便性の向上、直結給水の促進、貯水槽水

道の適正管理の促進、民間事業者の育成 

3 社会貢献活動の推進 

地域社会への貢献、国際協力の推進、歴史

の継承 

《施策目標Ⅴ》 

お客さまサービスの向上 
 

５つの施策目標 

広島市基本計画 
水道事業ビジョン（厚生労働省） 

 

 

 

改
定
の
目
的
・
位
置
付
け 

的
方
向 

《改定の目的》 
●将来にわたって給水の安全性・安定性を確保しつつ、持続可能な水道システムを構築していく事業運営の

指針として、平成 21 年度（2009 年度）に『広島市水道ビジョン』を策定。今後、水需要や給水収益

の更なる減少が予測される一方、水道施設の更新需要の増加、災害対策の充実に対応していく必要性 

《計画の位置付け》 
●広島市基本計画の部門計画、「世界に誇れる『まち』の実現に向けて－市政推進に当たっての基本コンセ

プト－」を踏まえた計画、広島市における「水道事業ビジョン」、「中期経営計画」と合わせた「経営戦略」 

《計画期間》 

●平成３０年度(201８年度)～平成 3９年度(202７)年度 

 

 

世界に誇れる「まち」の実現に向けて 

－市政推進に当たっての基本コンセプト－ 経営戦略（総務省） 
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◎地域独占性が高い水道

事業 

 

 

➢お客さまとの相互理解 

の促進 

➢お客さまサービスの充 

 実 

➢地域社会への貢献と国 

際協力  

８ サービス 

 

５ 環境保全 

４危機管理 

３水道施設 

2 水質管理 

1 水需要 
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基
本
理
念 

的
方
向 いつでも安全でおいしい水をお届けする水道 健全経営を推進する水道 

 

お客さまとともに歩む水道 

 

《基本理念》   将 来 に わ た っ て 信 頼 さ れ る 水 道 
 


	参考資料0（章扉）
	参考資料1（水道事業の歴史）
	参考資料2（業務状況）
	参考資料3（大都市料金比較）
	参考資料4(広島市水道ビジョンの概要）

